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Ⅰ　本稿の問題意識と構成

１　本稿の問題意識

本稿の関心事は，集団的労使コミュニケーショ
ンが，労働者のダイバーシティ（多様性）のもと
で，どうすればうまく機能できるのかという課題

ダイバーシティのもとでの集団的労使
コミュニケーション
――少数派による「集団的発言」機能に注目して

本稿の関心事は，集団的労使コミュニケーションが，労働者のダイバーシティ（多様性）
のもとで，どうすればうまく機能できるのかという課題である。労働者の立場からいう
と，たとえば企業という大きな集団の中に存在する多様な少数派が，どうすれば集団とし
て発言し，企業の中でその発言の影響力を高め，それを実現していくことができるのか。
本稿では，少数派の集団に対するインタビュー調査を通じて，意見の発出・調整における，
少数派による効果的な「集団的発言」のあり方について考察する。少数派が「集団的発
言」機能を発揮している事例として，欧米のグローバル企業を中心として展開されている
従業員組織の一タイプである ERG（Employee Resource Group）にも注目する。インタ
ビュー調査の対象は，「女性」に関わる活動テーマで「女性」がコアメンバーとなってい
る ERG，ERG ではない従業員組織，労働組合主導の活動とした。インタビュー調査から
抽出された主な課題や示唆は，①「深い内部化」に伴う同質化と定期的異動が，集団的発
言に及ぼすマイナスの側面，②少数派の集団的発言を活発化させるのは，「自己成長・組
織変革」を促す「主導権」，③少数派であるがゆえにより重要となる，活動メンバーの機
動力と集団的発言スキル，④ ERG・従業員組織の限界と労働組合の役割～八百万の声の
吸い上げと，使用者側との交渉，⑤少数派の集団的発言の担い手の多様化と，今後の相乗
効果への期待，である。

松浦　民恵
（法政大学教授）

である。労働者の立場からいうと，たとえば企業
という大きな集団の中に存在する多様な少数派
が，どうすれば集団として発言し，企業の中でそ
の発言の影響力を高め，それを実現していくこと
ができるのか。

発言の重要性については，古くは Hirschman
（1970）が衰退する組織を回復させる内生的諸
力・反応メカニズムとして「退出」とともにそ
の重要性を指摘して以来，広く支持されてきた。
Hirschman は退出と発言の双方の重要性を指摘
するとともに，退出を抑制し発言を促すものとし
て「忠誠」という概念を提示した。これに対し
小池（1983）は，「深い内部化」のもとでは「自
分のキャリアが企業内に深くビルトイン」され，
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「企業の盛衰の自分の雇用におよぼす影響」が強
いことから，「企業の経営に大いに発言せざるを
えない」（小池 1983：232-233），すなわち退出コ
ストが高くなると発言の必要が高まると主張して
いる 1）。また，Freeman and Medoff（1984）は，
労働組合の機能として「賃金を上げる独占力」2）

と「集団的発言・制度的反応」をあげ，後者につ
いて「集団的」であるべき理由として，労使関係
の多くの面が「公共財」であること，雇用主に立
ち向かうリスクが集団化によって軽減されること
をあげている。こうした機能については，従業員
組織等の労働組合以外の「集団的発言」の担い手
も部分的に発揮しているといえよう 3）。

ダイバーシティのもとでの多様な少数派の集団
的発言は，意見の発出（企業や労働組合等にとって
は吸い上げ）と調整において課題を抱えることが
想定される。まず，意見の発出の段階で，少数派
がそもそも発言しない・できないことが危惧され
る。次に，たとえ発言できたとしても，意見調整
の過程で少数派の発言が埋没してしまう懸念が大
きい。つまり，集団的労使コミュニケーションに
おいて，少数派の意見が企業の労働者を代表する
ような集団的発言となるのには困難を伴うと考え
られる。

そこで本稿では，少数派の集団に対するインタ
ビュー調査を通じて，意見の発出・調整におけ
る，少数派による効果的な集団的発言のあり方に
ついて考察する。

なお，少数派が「集団的発言」機能を発揮して
いる事例として，本稿では欧米のグローバル企業
を中心として展開されている従業員組織の一タイ
プである ERG（Employee Resource Group）にも
注目する（詳細はⅡ2で後述）。

２　本稿の構成

本稿では，Ⅱでダイバーシティの観点から集団
的労使コミュニケーションに関する先行研究を俯
瞰した上で，Ⅲで少数派の集団的発言について考
察し，インタビュー調査の概要と，調査結果から
導き出した課題や示唆について述べる。

なお，本稿では，労働者が集団として意見を発
出し，意見調整過程に参画することを「集団的発

言」と捉える。先行研究においては「集団的労使
コミュニケーション」という言葉が広く使われて
いるが，本稿の論考の中で「集団的労使コミュニ
ケーション」という場合は，「集団的発言」の中
でも意見調整の対象が使用者側である場合を意識
している。なお，「集団的発言」及び「集団的労
使コミュニケーション」のテーマとしては，労働
条件の引き上げだけではなく，経営方針，組織戦
略，業務の進め方，職場風土等幅広い領域を視野
に入れる。

Ⅱ　ダイバーシティと集団的労使コミュ
ニケーションに関連する先行研究

１　ダイバーシティの観点からの先行研究

集団的労使コミュニケーションに関する先行研
究 4）は多岐にわたるが，その中でダイバーシテ
ィの観点からアプローチがなされている先行研究
を概観しておきたい。

労働組合のダイバーシティへの対応の遅れを，
メンバー構成やパワーバランスの偏りから指摘
した先行研究は数多い（Heery and Abbott 2000; 
Hyman 2001; Colgan and Ledwith 2003 等）。日本で
は，労働組合の中で少数派に位置する非正社員の
組織化について議論が続けられている。また，労
働組合における女性役員の登用の必要性や課題
を指摘した先行研究（篠塚 2008；片岡 2008；首藤 
2009；後藤 2020 等）も多く，課題としては，男性
中心の意思決定，女性組合員の経験不足，長時間
の労働組合活動時間等があげられている。なお，
片岡が「女性の参画推進にあたってもパートや契
約社員で働く人の組織化や役員選出は重要な課
題」（片岡 2008：16）と述べているように，労働
組合における非正社員と女性の問題は連動する面
も大きい。

少数派の集団的発言をどう吸い上げるかとい
う観点から，担い手となる集団のあり方につい
て論じた先行研究もある。たとえば Colgan and 
Ledwith（2002）は，少数派による自発的な連
帯・組織化は，少数派が集団としてのアイデンテ
ィティや意識を育み，現状を変えるための戦略を
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策定できる，安全な「空間」をつくり得ると主張
している。また，Bell et al.（2011）は，ダイバー
シティのもとでは，少数派グループの声を吸い上
げる新たな発言メカニズムが必要であると指摘し
ている。このように，ダイバーシティのもとでの
集団的発言について，労働組合をはじめとする伝
統的な担い手だけでなく，少数派の発言を吸い上
げる新しい担い手・小集団の登場が期待されてい
ることは注目される。

２　ERGに関する先行研究

前述した ERG は，少数派の集団的発言の担い
手としての役割も担っている。Welbourne, Rolf 
and Schlachter（2015）によると，ERG は米国企
業の職場における人種差別への抵抗を起源とし
て，1960 年代から始まった従業員による自発的
なグループである。従来はダイバーシティ＆イン
クルージョンの達成を主たる目的としてきたが，
昨今リーダーシップ開発，革新的な風土形成など
にまで活動の目的が広がっている。

Mercer（2011）のオンライン調査 5）によると，
回答企業のグローバル従業員に占める ERG メン
バーの割合は 7.9％である。ERG の重点分野は

「女性」（93％），「人種・民族」（90％），「LGBT」
（84％）が上位 3 位に並ぶ。「障がい」（52％），
「 世 代 」（48 ％），「 多 文 化 」（43 ％），「 働 く 親 」
（35％），「兵役」（34％）も 3 割を超えており，そ
の活動分野が多岐にわたることがみてとれる。ま
た，多くの企業が ERG に対して，資金や活動イ
ンフラ（会議室，メール，イントラネット等）を提
供し，リーダーやメンバーの育成を支援している
ことも，この調査で明らかにされている。

ERG について 20 年以上にわたって研究し支
援してきた非営利団体 Catalyst は，ERG につい
て，「純粋な社会的なグループから，事業目標や
キャリア開発と密接に関連する組織へと発展して
きた。」と指摘し，さらに「ERG は職場の問題に
取り組み，顧客やビジネス機会を開拓し，異文化
やグローバルな理解を深め，地域社会に働きかけ
ることで，企業としての責任を果たす。他のタイ
プのグループとは異なり，多くの ERG は企業の
ビジネス目標に整合的である。」としている。こ

のように，ERG と企業は Win-Win の関係にあ
り，さらに参加メンバーが ERG をビジネススキ
ルやリーダーシップを獲得できる成長機会として
捉えているとすれば，参加メンバー，ERG，企
業の三者が Win-Win-Win の関係にあるといえる
かもしれない。

松浦他（2020）は，ドイツの大手グローバル企
業に対するインタビュー調査をもとに，ERG の
特徴として，自発性，柔軟性，専門性，積極性，
開放性をあげている。一方，ERG が任意の小集
団であり，使用者側の支援を拠り所としているが
ゆえに，たとえば経営環境が悪化し使用者側の態
度が変化することによって，あるいはリーダーや
メンバーの交替によって，活動基盤が脆弱になる
懸念があり，集団的発言の安定性や中立性の面で
は不安要素があると指摘している。

なお，ERG のような少数派の集団的発言の
担い手が，労働組合をはじめとする集団的発言
の伝統的な担い手にとってかわるというわけで
はなく，両者が共存し，役割分担しながら相乗
効果をもたらす可能性もある。ERG と他の集
団的発言の担い手との関係については，LGBT
の労働組合と ERG の事例を分析した Colgan 
and McKearney（2012）がある。Colgan and 
McKearney によると，LGBT の ERG が設立さ
れた当初，LGBT 労働組合のメンバーは，ERG
が労働組合を無視したり弱体化させたりするため
に使用者側に利用されることを懸念したものの，
そのようなことがなかったことから，結果として
双方が LGBT の従業員の集団的発言において重
要かつ補完的な役割を果たしたとされている。

Ⅲ　少数派による効果的な集団的発言に
向けて──インタビュー調査による考察

１　インタビュー調査・対象の概要（表１）

少数派が発言し，その発言が影響力を持つため
の課題や示唆について考察するために，少数派の
集団的発言の担い手となっている 5 つの集団に対
してインタビュー調査を実施した。具体的には
2020 年 3 ～ 4 月にかけて 60 ～ 105 分，半構造化
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し
て

活
動

で
き

る

・
人

事
部

の
呼

び
か

け
で

参
集

し
た

女
性

従
業

員
が

，
課

題
検

討
や

情
報

交
換

を
行

っ
て

い
た

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
20

15
～

20
17

年
）

が
前

身
・

上
記

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
メ

ン
バ

ー
を

含
む

コ
ア

メ
ン

バ
ー

に
よ

り
ER

G
と

し
て

再
始

動
（

主
導

権
は

人
事

か
ら

ER
G

へ
）

・
ER

G
と

し
て

の
公

認
要

件
は

，
①

自
分

達
の

成
長

に
つ

な
が

る
，

会
社

の
成

長
に

も
つ

な
が

る
②

メ
ン

バ
ー

が
20

人
以

上
③

組
織

体
と

し
て

の
体

制
整

備
④

企
業

グ
ル

ー
プ

内
の

複
数

法
人

か
ら

の
参

加

・
も

と
も

と
上

記
女

性
メ

ン
バ

ー
が

個
人

的
に

業
務

改
善

を
実

践
し

，
職

場
に

情
報

を
共

有
し

て
い

た
（

20
16

年
～

20
17

年
）

※
C

社
の

業
務

職
は

大
部

分
が

女
性

・
20

17
年

に
全

社
報

告
会

で
紹

介
さ

れ
た

他
社

の
業

務
職

の
実

践
例

を
知

り
，

そ
こ

に
訪

問
し

た
こ

と
を

契
機

に
，

女
性

2
人

（
業

務
職

）
と

訪
問

メ
ン

バ
ー

に
入

っ
て

い
た

男
性

1
人

（
総

合
職

）
で

業
務

改
善

チ
ー

ム
を

立
ち

上
げ

，
活

動
ス

タ
ー

ト

・
女

性
活

躍
推

進
の

取
組

強
化

の
た

め
，

技
能

職
の

女
性

執
行

委
員

2
人

が
，

相
談

役
と

し
て

サ
ポ

ー
ト

す
る

男
性

執
行

委
員

1
名

と
と

も
に

「
女

性
活

躍
ワ

ー
キ

ン
グ

」
を

立
ち

上
げ

※
技

能
職

と
は

，
現

場
(製

造
ラ

イ
ン

や
評

価
作

業
等

)で
の

作
業

・
運

営
を

主
と

す
る

業
務

に
従

事
す

る
職

種
・

20
18

年
か

ら
は

総
合

職
の

女
性

執
行

委
員

2
人

も
参

加

・
女

性
総

合
職

の
採

用
が

始
ま

っ
て

間
も

な
い

時
期

，
女

性
の

意
見

を
聞

く
べ

き
，

と
い

う
課

題
意

識
の

も
と

，
支

部
で

女
性

専
門

委
員

会
が

立
ち

上
げ

ら
れ

た
・

支
部

の
職

場
委

員
長

の
指

名
で

メ
ン

バ
ー

が
参

集
（

総
合

職
だ

け
で

な
く

，
女

性
組

合
員

全
般

が
メ

ン
バ

ー
に

）

出
所

：
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
よ

り
，

筆
者

作
成

。
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面接法により，所定の面接手順に沿って調査を実
施した。新型コロナウイルス感染拡大に伴う自粛
期間と時期が重なり，調査方法については先方と
相談のうえで最適な方法を選択した（電話，オン
ライン，訪問）。

調査対象は，多くの企業で活動の実績が想定さ
れる集団として，「女性」に関わる活動テーマで

「女性」がコアメンバーとして活動している集団
を設定した。少数派集団の調査対象の設定に当た
って，既に雇用者の半数近くを占める「女性」を
取り上げることについては議論があるかもしれな
いが，先行研究でもみられたように，集団的発言
という面において「女性」はまだ少数派として位
置づけられると考えた。ただし，後述のとおり少
数派集団には男性も参画しており，本稿では正確
には女性が少数派，男性が多数派という捉え方は
しておらず，少数派集団のテーマに賛同して活動
している者を，男女かかわらず少数派として捉え
ている。

活動の時期については，異なっていても調査の
目的は達成できると考え，特に限定していない。
ただ，集団的発言の多様な担い手が含まれるよ
う，ERG，ERG ではない従業員組織，労働組合
主導の活動が混在するように調査対象を設定した

（C 社に関しては，従業員組織と労働組合の双方に対
して調査を実施した）。

調査では，活動の目的やメンバー構成，活動の
時期や経緯，活動の内容，活動に対する支援に加
えて，メンバーが活動という形で発言に至った理
由，活動を通じて何をなしたいか，活動におけ
る意見の発出や調整においてどのような課題があ
り，それにどう対処しているか，といった点を深
堀りしてたずねている。

主な活動目的については，ERG は職場風土の
変革等を通じた，従業員組織は業務プロセスの改
善を通じた，女性のスキルやキャリアの形成であ
り，労働組合については女性の声の吸い上げを通
じた現状や課題の把握となっている。活動を支え
るコアメンバーはいずれも少なく，多いところで
も 30 人弱，少ないところでは 3 人となっている。
リーダーやメンバーは女性が多いものの，男性が
含まれるケースも珍しくない。

活動の経緯はさまざまだが，何らかの形での人
事部や管理職，労働組合の呼びかけが契機となっ
ているケースがほとんどである。

ERG については各企業で公認要件が設定され
ており，「賛同メンバーが集まり，周囲のコンセ
ンサスが得られること」〈A 社・ERG〉（以下，斜
体は調査対象の発言を直接引用したもの）や「自
分達の成長と会社の成長の双方につながること」

〈B 社・ERG〉が特に重要なポイントとなる。同じ
ERG でも A 社・ERG は「ERG と人事は，協調・
補完性が高い関係にあると捉えている」ことか
ら，月１回のミーティングに人事担当者も同席し
ている。一方，日系企業では数少ない ERG 公認
企業である B 社では，ERG の前身であった女性
従業員ネットワークに人事部が関与し過ぎたとい
う反省から，人事担当者は ERG を支援している
ものの，その活動に対してあえて距離をとってい
る。

２　少数派集団の活動とそれに対する支援（表２）

いずれの集団においても，活発に活動が展開さ
れている。ERG では，職場風土の改善が主要な
目的の一つであることから，多くの啓発イベント
が企画・運営されている。一方，C 社・従業員組
織は，活動の目的に則って，業務プロセスの改善
のための取組に活動の大部分が充当されている。
労働組合の活動は，職場から意見を吸い上げ，労
働組合内で情報を共有し，必要に応じて使用者側
との共有や交渉へとつなげることに重点が置かれ
ている。

活動時間の管理については，活動の位置づけに
よって異なる。具体的には，ERG の活動は勤務
時間外として，C 社・従業員組織の活動は業務の
一環であることから勤務時間として，労働組合
の活動は勤務時間外（労働組合活動）として管理
される。ただし，A 社・ERG では上司の承認が
あれば勤務時間中の活動が認められ，B 社・ERG
や D 社・労働組合には勤務時間中に勤務以外の
活動ができる仕組み（前者は非業務時間として申
請，後者は離席を切る）がある。活動予算やその
他リソースについても，活動の位置づけに紐付い
た内容となっている。
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表
２
　
少
数
派
集
団
の
活
動
と
そ
れ
に
対
す
る
支
援

A
社

・
ER

G
B

社
・

ER
G

C
社

・
従

業
員

組
織

 
C

社
・

労
働

組
合

 
D

社
・

労
働

組
合

主
な

活
動

内
容

・
月

約
1

回
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
（

人
事

部
は

毎
回

・
経

営
陣

は
時

々
参

加
）

・
内

外
の

イ
ベ

ン
ト

（
年

約
15

回
）

等
の

企
画

・
運

営
・

活
動

内
容

の
共

有
・

経
営

会
議

へ
の

参
加

　（
20

19
年

及
び

20
20

年
）

・
月

約
1

回
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
・

イ
ベ

ン
ト

（
小

規
模

イ
ベ

ン
ト

は
月

1
～

3
回

，
大

規
模

イ
ベ

ン
ト

は
年

約
4

回
）

等
の

企
画

・
運

営
・

活
動

内
容

の
共

有
（

月
1

回
の

社
内

W
EB

掲
載

等
）

・
企

業
グ

ル
ー

プ
の

全
社

イ
ベ

ン
ト

へ
の

参
加

（
20

19
年

）

・
立

ち
上

げ
時

は
週

約
1

回
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
，

そ
の

後
も

必
要

な
場

合
に

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

（
情

報
共

有
は

す
る

が
，

定
例

的
な

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

は
な

し
）

・
業

務
改

善
の

提
案

・
実

践
・

全
社

（
20

18
年

），
他

部
門

・
グ

ル
ー

プ
企

業
へ

の
報

告

・
月

約
2

回
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
・

女
性

の
声

の
聞

き
取

り
（

各
支

部
や

工
場

），
女

性
の

上
司

か
ら

の
聞

き
取

り
，

職
場

実
態

調
査

・
労

働
組

合
内

，
会

社
と

の
情

報
共

有
（

課
題

解
決

に
向

け
た

交
渉

）
・

各
拠

点
の

女
性

活
躍

ワ
ー

キ
ン

グ
と

の
情

報
共

有
・

ワ
ー

キ
ン

グ
立

ち
上

げ
支

援
，

啓
発

イ
ベ

ン
ト

・
セ

ミ
ナ

ー
開

催
，

事
例

紹
介

，
他

労
組

と
の

交
流

・
月

約
1

回
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
・

女
性

組
合

員
の

意
見

や
事

例
の

収
集

・
制

度
提

案
に

向
け

た
エ

ビ
デ

ン
ス

の
収

集
（

学
童

保
育

の
預

か
り

時
間

の
調

査
等

）
・

支
部

の
職

場
委

員
長

や
評

議
員

，
本

部
の

女
性

委
員

会
と

の
情

報
共

有
・

意
見

交
換

（
使

用
者

側
と

の
情

報
共

有
・

交
渉

は
本

部
を

通
じ

て
）

・
啓

発
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

（
年

約
2

回
）

活
動

時
間

の
管

理
（

勤
務

時
間

と
の

関
係

）

・
原

則
と

し
て

勤
務

時
間

中
の

事
業

所
内

に
お

け
る

ER
G

活
動

は
上

司
の

承
認

が
前

提
（

承
認

さ
れ

た
活

動
は

基
本

的
に

労
災

の
適

用
範

囲
）

・
基

本
的

に
，

勤
務

時
間

外
や

休
日

の
活

動
は

勤
務

で
は

な
い

と
い

う
位

置
づ

け
で

，
労

災
の

適
用

範
囲

外

・
原

則
と

し
て

勤
務

時
間

外
に

活
動

・
勤

務
時

間
中

に
活

動
す

る
場

合
は

，
1

日
7

時
間

半
の

勤
務

時
間

を
確

保
し

た
上

で
，勤

務
時

間
中

に
「

非
業

務
時

間
」

を
設

定
で

き
る

仕
組

み
を

活
用

・「
非

業
務

時
間

」
の

設
定

に
は

上
司

の
承

認
が

必
要

・「
非

業
務

時
間

」
な

の
で

労
災

の
適

用
範

囲
外

・
上

司
の

承
認

の
も

と
，

業
務

の
一

環
と

し
て

勤
務

時
間

中
に

活
動（

労
災

の
適

用
範

囲
）

・
労

働
組

合
活

動
の

一
環

と
し

て
実

施
（

専
従

な
の

で
勤

務
時

間
は

な
い

）

・
原

則
と

し
て

勤
務

時
間

外
に

活
動

（
職

場
（

支
部

）
の

専
門

委
員

な
の

で
勤

務
時

間
は

通
常

通
り

）
・

勤
務

時
間

中
に

活
動

す
る

場
合

は
，

勤
務

時
間

の
一

定
割

合
ま

で
認

め
ら

れ
て

い
る

「
離

席
を

切
る

」
仕

組
み

を
活

用
・「

離
席

」
中

は
，

賃
金

が
カ

ッ
ト

さ
れ

，
労

災
の

適
用

範
囲

外
だ

が
，

労
働

組
合

費
か

ら
賃

金
カ

ッ
ト

分
が

補
塡

さ
れ

，
労

働
組

合
加

入
の

保
険

が
適

用
さ

れ
る

活
動

予
算

・
人

事
部

が
所

管
す

る
ER

G
規

定
に

基
づ

い
て

付
与

（
3

つ
の

ER
G

で
3

等
分

）

・
実

際
に

か
か

っ
た

活
動

費
用

を
企

業
グ

ル
ー

プ
内

の
全

法
人

が
従

業
員

数
の

人
数

按
分

で
負

担

・
予

算
が

必
要

と
な

る
ケ

ー
ス

は
ほ

と
ん

ど
な

い
が

，
必

要
と

な
る

場
合

は
通

常
の

予
算

申
請

・
承

認
手

続
き

に
則

っ
て

獲
得

・
労

働
組

合
費

か
ら

予
算

付
与

・
労

働
組

合
費

か
ら

予
算

付
与

そ
の

他
リ

ソ
ー

ス
・

会
議

室
や

メ
ー

ル
等

は
ER

G
活

動
で

使
用

可
能

・
会

議
室

や
メ

ー
ル

等
は

ER
G

活
動

で
使

用
可

能
・

業
務

の
一

環
な

の
で

，
会

議
室

も
メ

ー
ル

等
も

使
用

可
能

・
労

働
組

合
の

会
議

室
や

メ
ー

ル
等

を
使

用
（

専
従

の
執

行
役

員
は

活
動

場
所

も
使

用
す

る
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

も
会

社
と

は
別

）
・

組
合

員
（

非
専

従
）

へ
の

聞
き

取
り

に
お

け
る

会
社

メ
ー

ル
等

の
使

用
に

つ
い

て
は

，
労

使
で

合
意

し
た

範
囲

で
可

能

・
労

働
組

合
の

支
部

の
会

議
室

を
使

用
・

労
働

組
合

活
動

で
会

社
の

メ
ー

ル
を

使
用

可
能

（
労

使
協

定
で

合
意

）

出
所

：
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
よ

り
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筆
者

作
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。
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３　少数派による効果的な集団的発言に向けた課

題と示唆

最後に，少数派集団による効果的な集団的発言
に向けて，インタビュー調査から抽出された課題
や示唆を整理して本稿の結びとしたい。

①「深い内部化」に伴う同質化と定期的異動
が，集団的発言に及ぼすマイナスの側面

小池（1983）のいうように「深い内部化」が
「発言」を促すとすると，日系企業に比べれば必
ずしも内部化が深くない欧米のグローバル企業
で，なぜ ERG のような「集団的発言」機能を担
う集団が発展してきたのかという疑問が湧く。

この点について，A 社・ERG から「周りの同
質性が高いと言わなくても済む面があるのかもし
れないが，多様であるがゆえに主張しなければな
らない場面が多い。」という指摘があった。この
指摘から気付かされるのは，「深い内部化」が集
団的発言に及ぼすマイナスの側面である。つま
り，「深い内部化」の結果としての労働者の同質
化が，多数派対少数派という構造を促すことによ
って，むしろ少数派の発言を抑制してしまう可能
性がある。さらにいうと多数派の集団的発言に対
しても，「深い内部化」には，小池（1983）が指
摘するようなプラスの側面だけでなく，マイナス
の側面もあるかもしれない。つまり，「深い内部
化」に伴う同質化が，発言をいわゆる「阿吽の呼
吸」に転換させ，多数派に対しても，発言の必要
性そのものを低下させたり，新しい発言を抑制し
たりすることが懸念される。

また，「外資系のようなジョブ型採用が一般的
でない日系企業においては，定期的な異動によっ
て上司・部下で発生する問題が解決できることも
あるかもしれない。一方，外資系ではプロフェッ
ショナルとしての中途採用が多く，そうした異動
が基本的にはないため，自分から声をあげて何と
かしなければ，となるのかもしれない。」〈A 社・
ERG〉という意見もあった。つまり，職場レベル
の課題であれば，Hirschman（1970）の「退職－
発言」のいずれも行使しなかったとしても，単に
異動を待つことで自然と解決する可能性がある。

このため，日系企業の定期的な異動が，多数派，
少数派にかかわらず，職場レベルの課題への集団
的発言を抑制している面があるかもしれない。

　
②少数派の集団的発言を活発化させるのは，
「自己成長・組織変革」を促す「主導権」

前述のように「深い内部化」が少数派の集団的
発言にむしろマイナスに働く側面もあるとすれ
ば，少数派の集団的発言を活発化させるために
は，「深い内部化」とは別の仕掛けが必要になっ
てくる。

調査で活動の理由として多くあげられたのは，
活動への主体的な関わりを通じて，自己の成長や
組織を変え得ることを期待・実感できることであ
る。少数派の発言を引き出すために，人事部や管
理職，労働組合が関わること自体はよくあること
だが，その関わり方によって，活動メンバーがこ
うした実感を得られるかどうかは異なってくる。

たとえば B 社・ERG は，前述のとおり人事部
の呼びかけで参集した女性従業員のネットワーク
が活動の前身となっているが，この前身と ERG
とでは集団としてのアイデンティティが大きく
変容し，ERG になってから活動が一気に活発化
した。これについて，B 社・ERG・人事担当者
は「主導権を ERG に明け渡しただけで，参加
者の意識が劇的に変わった。」と，同リーダーは

「人事部主催の活動に一種の自己啓発として参加
する一参加者と，活動を背負って引っ張ってい
る ERG リーダーでは，やりがいも達成感も全く
異なる。」と述べている。人事部主導から ERG
への転換を通じて得られた，このような B 社・
ERG の気づきは，少数派の集団的発言のみなら
ず，一般的な組織・活動の立ち上げや活発化に向
けても共通の示唆となり得よう。活動の活発化の
要因として，B 社・ERG・人事担当者のより詳細
な発言を以下に示す。

「上からあれやれ，これやれ，と言っても
人は動かない。相談に来てもらえるようなオ
ープンな雰囲気を形成すること，誰かが面白
いことを言い出した時には『全力で煽る』，
すなわち火種を見つけて火を起こすことが，
人事部の役割だと思っている。信頼して任せ
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てもらえて，やりたいことを実現できるよう
になると，活動に自然と『火がついていく』
ことに気付かされた。」〈B 社・ERG・人事担
当者〉

また，C 社・従業員組織の女性メンバーも，か
つて人事部の呼びかけで参集された業務職による
取組に対して，「人事部主導で業務職全体として
一緒に進めようとすると，やりたい人もやりたく
ない人もおり，捉え方が十人十色なので，結局バ
ラバラになってフェイドアウトしていった。」と，
意欲に濃淡のあるメンバーを集めても結局継続し
なかったと懐古するとともに，「管理職が自由に
やらせてくれる物を言いやすい職場風土」が活発
な活動につながったと評価している。加えて「活
動を通じて自己の成長や組織を変え得ることを期
待・実感」するための示唆として，「最初から大
きな話にすると，多くの人は自分達にはできない
と思ってしまうので，小さなことから始めてみる
こと」すなわち活動の目標レベルを最初から上げ
すぎないこと，また，自分達だけだと手に負えな
いところは「サポートしてくれる人に入ってもら
うこと」をあげている。

③少数派であるがゆえにより重要となる，活動
メンバーの機動力と集団的発言スキル

調査対象の集団を支えるコアメンバーは少ない
が，少ないがゆえに機動性があるという強味もあ
る。忙しい時期にはカバーし合えるよう複数の
リーダーが置かれるなど，役割分担をうまく機能
させる体制面の工夫も機動力を支えており，集団
的発言を機能させるためには，メンバーが多けれ
ば良いというわけではないと気付かされた。

また，少数派の集団的発言を影響力のあるもの
にしていくためには，物事の戦略的な見方・進め
方など，集団的発言に関するメンバーのスキルを
いかに高めていくかという点も重要になる。

ERG や従業員組織の場合は，人事部や管理職
からの支援が必要な場合も多いことから，これ
らの人々の納得を得ることが特に重要となる。C
社・従業員組織は，「やりたい活動であるだけで
なく，会社として応援したい活動にすること」に
留意しており，管理職との交渉に当たっては，

「意見がぶつかるのは，集団対集団ではなく，集
団のキーマン対集団のキーマン。交渉相手の集団
のキーマンが何を考え，何を言っているのかをし
っかり捉えることが，小さな活動を会社としての
大きなうねりにしていく上で重要なポイント。」
と指摘している。また，A 社・ERG は，「ビジネ
スの目標とキャリア形成に深くかかわる組織とし
て発展」してきた ERG は，「コミュニケーショ
ン能力，プレゼンテーション能力，リーダーシッ
プ能力などのソフトスキルを身につけることがで
きる場」になっていると述べている。

労働組合においても，少数派が意見を通してい
くためには，少数派の意見に対して多数派の支持
を得ることが重要になる。これに対して，C 社・
労働組合は，「議論すべき事柄に対して，少数派
の意見もしっかりと発信する必要がある。」とし
ている。また，D 社・労働組合は，たとえ少数派
であったとしても「意思決定のサイクルに合わせ
てエビデンスを提示し，然るべきルートで意見を
伝えて，必要性について理解・納得してもらえれ
ば，物事は動いていく。」と指摘し，「毎年の労働
組合活動の経験を通じて，こうした意思決定の流
れがわかってきた。」と述懐している。

④ ERG・従業員組織の限界と労働組合の役割
～八

や

百
お

万
よろず

の声の吸い上げと，使用者側との
交渉

一方，幅広い少数派の声の吸い上げという面
では，ERG や従業員組織の役割には限界がある

（そもそもそういうことを目的にしていない面が大き
い）。B 社・ERG・人事担当者は「意見の集約と
いう観点からみると，ERG からの意見は一部の
前向きな，ボジティブな意見に偏ってしまう。従
業員の中で『澱のように溜まっている深刻な不
満』は，ERG を通じてはなかなか吸い上げられ
ない。」と指摘しており，A 社・ERG も「ERG
の活動の『同じ顔化現象』（イベントに参加してい
るメンバーが同じ）」を活動上の課題として指摘し
ている。

また，ERG や従業員組織の活動は，人事部や
管理職との協力・補完関係のもとで活発化してい
る面もあり，松浦他（2020）が指摘していたよう
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に，人事部や管理職と対立すれば活動が滞るリス
クも懸念される。

このような状況を鑑みると，「職場にある
八百万」〈D 社・労働組合〉についての幅広い声
の吸い上げや，使用者側との対立も含めた交渉と
いう面で，交渉の場や交渉のための権利が法的に
保護されている労働組合に，期待される役割はや
はり大きい。

幅広い声の吸い上げについて，D 社・労働組合
は「労働組合の組織は職場委員から評議員，職場
委員長，支部執行部，本部執行部さらにはグルー
プ労組，産別と体系的であり，集団的発言が機能
しやすい。」と評価している。とりわけ発言しな
い・できない少数派の声を吸い上げるために，C
社・労働組合も「今の時代にあった手段（LINE
やメールなど）で，匿名性も担保しながら，相談
窓口やホットラインの敷居をできる限り下げる」
ことに留意している。さらに，せっかくの発言を
埋没させないためには，「少数派の意見であった
としても，将来的には拡大していく課題や，職場
の風土や競争力に関わる重要なテーマについては
取り上げる。」〈C 社・労働組合〉，「ただ多数派の
声を聞くだけでなく，少数派の意見のなかで必要
なものを気をつけて取り上げていくのが，執行部
としての仕事であり，リーダーシップ。」〈D 社・
労働組合〉というように，本部による情報のフィ
ルター機能，執行部のリーダーシップの重要性が
指摘されている。

また，使用者側との交渉については「特に制度
改正等に関して，労使で構造的な意思決定の仕組
みが整備されている」〈D 社・労働組合〉ことが労
働組合の強味となる。さらに，少数派の意見であ
っても，「いったん労働組合の意見として前面に
出ていけば」〈D 社・労働組合〉，すなわち少数派
の集団的発言に労働組合としての代表性を持たせ
ることができれば，「他の意見と同じ交渉力」〈D
社・労働組合〉を獲得できるという指摘も，少数
派の集団的発言を機能させる上で重要なポイント
となろう。

⑤少数派の集団的発言の担い手の多様化と，今
後の相乗効果への期待

調査の中で，集団としての活動に参加したこ
とに対する感想をたずねたところ，いずれの調
査対象からも肯定的な反応が返ってきた。具体
的には，「これまで気づかなかったことに気づく
機会，目を向けてこなかったことに目を向ける機
会を与えてもらっている。」〈A 社・ERG〉，「自由
に発言し，理解しあって，良い会社にしていきた
い。コミュニケーションを阻んでいる上下関係
が，ERG の場でフラット化することで，新しい
コミュニケーションや連帯が生まれてくる気がす
る。」〈B 社・ERG・リーダー〉，「自分１人ではこ
こまではできなかった。仲間がいてくれたからこ
そ，小さなチームの活動が組織の大きな改革につ
ながった。」〈C 社・従業員組織〉，「それまで男性
目線の課題認識や判断が色濃かったように思う
が，職場の声，他社の人事制度の調査，ダイバー
シティ推進のあるべき姿の模索など，それまでの
延長線上ではない進め方ができてきた。」〈C 社・
労働組合〉，「支部の専門委員会での活動は自分の
労働組合活動の原点。その後支部の執行委員，本
部組合の執行委員に就任した。」〈D 社・労働組合〉
などである。これらの発言をみる限り，集団とし
て活動することは少数派が発言する上でやはり重
要であり，集団的発言の受け皿として多様な担い
手が出てくることは有益だと捉えられよう。

ただ，前述のように，ERG・従業員組織・労
働組合は活動の位置づけの相違から，それぞれ活
動スタイルも異なっている。

たとえば少数派の集団的発言の目的が，多様性
が受容される職場風土の形成や，少数派のスキ
ル・キャリア形成にある場合，これらを志向する
使用者側とは親和性が高く，使用者側との協力・
補完体制の構築につながりやすい。その場合，少
数派の交渉相手は，従来の集団的労使コミュニ
ケーションで想定されてきた使用者側ではなく，
むしろ他の労働者になるかもしれない。つまり，
少数派の集団的発言について考える上では，集団
的労使コミュニケーションを前提としない集団
的「労労」コミュニケーションも視野に入れる必
要がある。これについて，B 社・ERG・リーダー
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は，「ERG は労働組合のように，労働者の意見を
まとめて経営陣に交渉していくという活動ではな
い。」と述べる一方，「古い昭和のマネジメントの
風土を，女性が束になって変えていく必要があ
る。束になる一つのアプローチとして，ERG も
活用できるのではないか。」としている。さらに，
ERG の活動が「結果として，メンバーの意識さ
らには周囲の意識を変えて，組織改革のうねりに
変えること」〈B 社・ERG・リーダー〉を目指して
いるという。つまり，労使交渉を経ず，労働者 1
人 1 人の意識を変えていくことで，組織全体の風
土をいつの間にか変えていくというアプローチで
あり，まさに集団的労使コミュニケーションを前
提としない集団的「労労」コミュニケーションだ
と捉えられよう。

一方，少数派の集団的発言に対して使用者側が
否定的な立場をとる場合でも，ERG や従業員組
織が集団的発言によって使用者側と交渉する余地
はある。その場合には，ERG や従業員組織が労
働組合と連携することも選択肢の一つになるかも
しれない。調査において ERG・従業員組織と労
働組合との連携はみられなかったが，少数派の集
団的発言が機能することが優先事項であり，その
ために有益であればそういう組み合わせも考えら
れよう。また，ERG や従業員組織の活動から得
られた示唆を，労働組合が組合活動に活かせる面
もあると考えられる。

このように，少数派の集団的発言の内容によっ
て，その最適な担い手や組み合わせは変わってく
る可能性がある。重要なのは少数派による集団的
発言を機能させることであり，そのために最適
な担い手や組み合わせが活用されることが望まし
い。多様な担い手がそれぞれに集団的発言の受け
皿としての役割を担い，さらにそれぞれの良い所
を取り入れる相乗効果が，ダイバーシティのもと
での集団的労使コミュニケーションにおいて期待
されるところである。
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 1）都留（2002）は，小池（1983）が「集団的発言」を内部化
による「離職率低下の結果」としている一方で，Freeman 
and Medoff（1984）は「集団的発言」を「離職率低下の原因」
としていると指摘している。

 2）多様な少数派にとっては，労働条件の向上よりもむしろ多
様性を受容しない職場風土の改善などが課題になることが少
なくない。また，少数派になるほど独占力は弱まる可能性が
高い。

 3）社員会等の従業員組織が労働組合に近い機能を果たしてい
ることを見出した小池（1981） 以降，未組織企業の労使関係，
従業員組織の実態や機能について分析した先行研究も蓄積さ
れている。

 4）集団的労使コミュニケーションに関する先行研究は，労働
組合の組織化，労働組合以外の集団的労使コミュニケーショ
ンの法的整備，企業再編やグローバル化への対応に焦点が当
てられているものが多い。

 5）64 の企業・団体を対象としたオンライン調査（2010 年夏
に実施），10 社の ERG メンバー を対象としたインタビュー
調査（2010 年 9・10 月に実施）による。
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